
                        

 
 
 
「契約」とは、契約書にサインすること、と思っていませんか。実は、ビジネス現場での

取引行為は、契約書を作成しなくても、すべて何らかの契約であると言っても過言ではあり

ません。契約後にトラブルが発生すると、大切な時間やコストが無駄になります。トラブル

を未然に防ぐには、一体、どのような点に注意すればよいのでしょうか。 

本セミナーでは、皆様がビジネスを進める上で、ここだけは押さえておきたい契約の基礎

知識について、具体的事例を交えながら分かりやすく解説します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
申込方法： FAX または京都商工会議所 HP からお申込みください。 

※参加証を発行いたしませんので、当日は直接会場までお越し願います。 

申込締切：11 月 28 日（月） 

問合せ先：京都商工会議所 中小企業経営支援センター 洛西支部：鈴木・中島・金加 
TEL：075-314-8771  FAX：075-314-8911   HP： http://www.kyo.or.jp/kyoto/ 
 

ＦＡＸ：075－314－8911 京都商工会議所 洛西支部 行 
 

京都商工会議所 洛西支部地域活性化会議セミナー 

「ビジネス現場に必要な契約の基礎知識」（１２月５日）参加申込書 
 

※記入いただいた個人情報は講師へ渡す名簿の作成や参加申込み状況の把握の他、京都商工会議所からの各種
連絡・情報提供のために利用します。 

事業所名  

所属･役職名  氏 名  

所属･役職名  氏 名  

所在地 〒 

業 種  E-mail  

TEL  FAX  

日  時 ： 平成28 年 12 月 5 日（月）14：00～16：00 

会  場 ： 京都府中小企業会館  8 階  805 会議室 
右京区西院東中水町 17 （西大路五条交差点から二筋南の信号東南角） 

参加費 ： 無 料        定員 ： ３０名（先着順） 

内 容 ： (1) 契約の意味 口約束だけでも契約は成立する？  

 (2) 使い分けたい契約締結の方法 書面・電話・メール・ファックスなど 

(3) 基礎となる法律の考え方 

          (4) 具体的事例で考えるビジネスにおける契約の留意点 

講 師 ： 弁護士法人 中央総合法律事務所 

京都事務所 代表 小林 章博 氏（弁護士） 

  

 

 

 

  

≪ビジネス現場に必要な契約の基礎知識≫ 
～ トラブルを未然に防ぐために ～ 

プロフィール: 京都市生まれ。京都大学法学部卒。1999 年 弁護士登録。
現在、京都大学法科大学院非常勤講師。弁護士法人中央総合法律事務所
京都事務所 代表。自らが生まれ育った京都の「企業」を取り巻く幅広い
法律問題に対し、「迅速」「的確」「高品質」なリーガルサービスの提供を
モットーに精力的な活動を行っている。 

 

≪京都商工会議所 洛西支部地域活性化会議 ≫ 【セミナー開催のご案内】 

http://www.kyo.or.jp/kyoto/


◇ 阪急電車「西院駅」から 

    西大路通りを南へ徒歩 1５分。西大路五条交差点から二筋南の信号東南角。 

       「西大路四条」から市バス「202」番・「205」番に乗車、「西大路五条」で下車 

南へ徒歩 2分。 

◇ JR「丹波口駅」から 

       五条通りを西へ徒歩 13分。西大路五条交差点から二筋南の信号東南角。 

 


